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（概要）

（起工理由）

円

手摺設置工　1式
既設手摺撤去工　1式

消費税抜き金額 円 円

（内消費税額） 円 円 円

請負金額 円 円 円

実施 今回変更 増減額

内　　訳

設計金額 円 円 円



　 ３ 　 高知県内産材を 用いて木製型枠を 製造する 事業所は、 高知県ホームページ 　 （ １ ） ア～オの資材のう ち、 いずれかに必ず木製品を 使用する こ と 。

　 　 （ ht t ps: //www. pr ef . kochi . l g. j p/doc/hous i n-kei kaku/） 林業振興・ 環境部木材産 　 　 ア　 掲示板（ 現場組織表、 緊急連絡先など 公衆に知ら せる ため設置する も の）

　 　 は、 合板で作成し た型枠（ 以下「 一般型枠」 と いう 。 ） を いう 。 　 　 利用推進方針」 の行動計画に基づき 、 仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する 資

　 ２ 　 設計図書等に「 木製型枠」 と 明示し ている 構造物は、 木製型枠を 標準的に使用す 　 　 材は以下の通り 、 木製品を 使用し なければなら ない。

　 　 る こ と 。 ただし 、 止め型枠・ バチ部への一般型枠の使用は可能と する 。 　 　 　 ただし 、 こ れら に関する 経費は諸経費に含むも のと する 。

第４ 条　 木製型枠の使用 　 　 　 載） と する 。

　 １ 　 木製型枠と は、 杉、 檜の間伐材等を 板材に加工し たも のと 桟木を 組み合わせて作 第６ 条　 工事現場における 県内産木材の木製品使用

　 　 成し た型枠（ 以下「 木製型枠」 と いう 。 ） を いう 。 ま た、 一般型枠と は、 鋼材ま た 　 １ 　 受注者は、 工事請負金額（ 消費税含む） が２ ５ ０ 万円以上の場合、 「 高知県産材

　 　 　 　 　 ト の細骨材に配合する 海砂は、 高知県内で産出さ れたも の、 ③木製型枠は、 　 　 　 用実績調査」 を 工事監督職員へ提出し 確認を 受ける こ と 。

　 　 　 　 　 高知県内の森林から 生産さ れた木材で製造さ れたも のと する 。 　 （ ３ ） 申請内容に関する 問合わせは工事監督職員ま たは高知県土木部技術管理課、 シ

　 　 注２ ： 県外産資材と は、 県内産資材以外の資材を いう 。 　 　 　 ス テム 操作に関する 問合わせは「 お問合せコ ールセン タ ー」 （ 申請画面下に掲

　 　 　 　 　 工し た資材、 又は高知県外で産出し た原材料を 用いて、 高知県内で製造、 加 　 　 　 　 =2052）

　 　 　 　 　 工さ れた資材を いう 。 　 　 　 　 手続き 名： 高知県土木部　 公共土木工事木材利用実績調査

　 　 　 　 　 　 ただし 、 ①木材は、 高知県内の森林から 生産さ れたも の、 ②生コ ン ク リ ー 　 （ ２ ） 申請前に電子申請シス テム から 出力し た「 高知県土木部　 公共土木工事木材利

　 　 し 、 監督員の確認を 受ける こ と 。 ま た、 検査時に県外産資材を 使用し た理由を 検査 　 （ １ ） 受注者が高知県ホーム ページの高知県電子申請サービ ス のページから 電子申請を

　 　 職員に説明する こ と 。 　 　 　 行う 。

　 　 注１ ： 県内産資材と は、 高知県内で産出し た原材料を 用いて、 高知県内で製造、 加 　 　 　 （ ht t ps: //s-kant an. j p/pr ef -kochi -u/of f er /of f erLi st _ det ai l . act i on?t empSeq

　 １ 　 本工事に使用する 資材は、 機能、 品質、 価格等が同等であれば、 県内産資材を 優 　 　 の実績を 【 高知県電子申請サービ ス 】 から 申請する こ と 。 なお、 【 高知県電子申請

　 　 先し て使用する も のと する 。 　 　 サービ ス 】 によ る 申請は以下のと おり と する 。

　 　 　 なお、 県外産資材を 使用する 場合は、 使用理由を 施工計画書の打合せ事項に記載 　 ２ 　 申請について

　 　 る 法令に照ら し て合法なも のを 使用する こ と と する 。 第５ 条　 木材等を 使用し た公共土木施設の実績調査

第３ 条　 県内産資材の優先使用 　 １ 　 本工事の受注者は、 木材の利用の有無を 問わず、 木材等を 使用し た公共土木施設

　 １ 　 本工事において「 国等によ る 環境物品等の調達の推進等に関する 法律」 （ グリ ー 　 ５ 　 木製型枠を 使用でき ない事由があり 、 一般型枠を 使用する 場合も 、 その使用理由

　 　 ン 購入法） 及び「 環境物品等の調達に関する 基本方針及び調達方針」 に基づき 　 　 を 施工計画書の打ち合わせ事項に記載する こ と 。 ただし 、 その場合は一般型枠への

　 　 重点調達品目について積極的な利用を する こ と 。 なお、 重点調達品目の中で木材 　 　 設計変更を 行う 。

第２ 条　 環境物品等の調達の推進（ グリ ーン 購入法） 　 　 ため、 その箇所を 工事監督職員に提示する こ と で確認と する 。

　 １ 　 本工事の施工にあたっ ては、 「 高知県建設工事共通仕様書」 に基づき 実施し なけ 　 　 なお、 県外産材で製作し た木製型枠を 使用する 場合は、 使用理由を 施工計画書の打

　 　 ればなら ない。 　 　 ち合わせ事項に記載し 監督職員の確認を 受ける こ と 。

　 　 但し 、 共通仕様書の各章における 「 適用すべき 諸基準」 で示さ れた示方書、 指針、 　 ４ 　 木製型枠は、 型枠の現場搬入時から 型枠組立、 型枠脱型ま での施工期間中に現場

　 　 ・ 木製品等においては、 その原料と さ れる 原木が生産さ れた国における 森林に関す 　 ６ 　 受注者は、 発注者が行う 木製型枠に関する 調査に協力し なければなら ない。

特　 記　 仕　 様　 書

第１ 条　 土木工事共通仕様書の適用 　 　 業振興課のページに掲載し ている ので参考にする こ と 。

　 　 便覧等は改訂さ れた最新のも のと する 。 なお、 工事途中で改訂さ れた場合は、 こ の 　 　 で木製型枠である こ と の確認を 受けなければなら ない。 確認の方法については、 県

　 　 限り ではない。 　 　 産材で製作し た型枠及び県産材材料には製造者が証明（ ス タ ン プ等） を 行っ ている

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/
https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq


　 ６ 　 以上のこ と につき 受注者は、 下請け業者を 十分に指導する こ と 。 第１ ３ 条　 工事実績データ 作成、 登録

第９ 条　 軽油単価の適正な運用 　 １ 　 高知県建設工事共通仕様書共通編１ －１ －１ －６ に基づき 、 受注者は工事請負金額

　 １ 　 本工事において、 受注者も し く は受注者の下請業者等が使用する 建設機械の動力 　 　 500 万円以上（ 単価契約の場合は登録不要） の全ての工事について、 工事実績情

　 　 砂等運搬に使用し ている 場合は、 早急に不正状態を 解消する 措置を 講ずる こ と 。 　 　 ・ ス タ ン ス 実施要領によ る も のと する 。

　 ５ 　 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたっ て、 下請け業者及び資材納入業者の 　 　 （ 令和６ 年３ 月１ ３ 日付け５ 高技管第４ ０ ６ 号「 ウ ィ ーク リ ー・ ス タ ン ス 実施要領の

　 　 利益を 不当に害する こ と のないよ う にする こ と 。 　 　 　 制定について」 参照）

　 ３ 　 過積載車両、 さ し 枠装着車等から 土砂等の引渡し を 受ける 等、 過積載を 助長する 　 １ 　 本工事は、 計画的な工事の履行を 確保し つつ、 非効率なやり 方の工事の環境等を

　 　 こ と のないよ う にする こ と 。 　 　 改善し 、 よ り 一層魅力のある 仕事、 現場の創造に努める こ と を 目的と し たウ ィ ー

　 ４ 　 取引関係のある ダン プト ラ ッ ク 事業者が過積載を 行い、 ま たさ し 枠装着車等を 土 　 　 ク リ ー・ ス タ ン ス 対象工事である 。 なお、 取組内容及び進め方は、 ウ ィ ーク リ ー

第８ 条　 ダン プト ラ ッ ク 等によ る 過積載の防止 　 　 ２ 日交替制工事に変更と なっ た場合は、 該当補正分を 減額し て契約変更を 行う も のと

　 １ 　 積載重量制限を 越えて土砂等を 積み込ま ず、 ま た積み込ま せないこ と 。 　 　 する 。

　 ２ 　 さ し 枠装着車等に土砂等を 積み込ま ず、 ま た積み込ま せないこ と 。 第１ ２ 条　 ウ ィ ーク リ ー・ ス タ ン ス について

第７ 条　 個人情報の保護 　 　 　 （ ht t ps: //www. pr ef . kochi . l g. j p/soshi ki /170000/170201/）

　 １ 　 受注者は、 こ の契約によ る 工事を 施工する ための個人情報の取り 扱いについては、 　 　 　 なお、 発注時において労務費等を 補正済みであり 、 月単位の現場閉所率（ 週休２ 日

　 　 個人情報の保護に関する 法律を 遵守する こ と 。 　 　 交替制工事の場合は、 休日確保） が28. 5％に満たない場合又は週休２ 日制工事が週休

　 注３ ： 使用する 木製品については、 施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告する こ と 。 　 　 　 本工事は、 週休２ 日制工事実施要領における 「 週休２ 日制工事」 （ 月単位） の対象

　 注４ ： 県内産木材使用（ 納入） 証明書は必要と し ないが、 木製品の写真を 工事写真に 　 　 工事である 。 詳細については、 下記ホーム ページに掲載する 同要領を 参照する こ と 。

　 　 　 　 納める こ と 。 　 　 　 高知県土木部土木政策課ホーム ページ

　 注１ ： 木製品と は、 県内産木材で作成し た製品ま たは県内産木材の板材を 受注者が加 　 ２ 　 受注者は、 県が使用燃料の採油調査を 行う 場合には、 その調査に協力し なければな

　 　 　 　 工し たも のと する 。 　 　 ら ない。

　 注２ ： 別工事で購入（ 加工） し た木製品の使用も 可と する 。 第１ １ 条　 週休２ 日制工事の実施について

　 　 　 その場合は、 上記１ 以外の仮設備、 保安施設等の工事用仮設資材で木製品を でき 　 　 　 　 ②　 軽油以外の炭化水素油（ 重油、 灯油等） と 軽油以外の炭化水素油（ 重油、 灯

　 　 　 る だけ１ 品以上使用する こ と 　 　 　 　 　 油等） を 混和し て製造さ れたも の

　 　 　 例： 現場事務所の棚、 机、 靴箱、 ベン チ等 　 　 　 　 ③　 自動車の燃料と し て譲渡・ 消費さ れる 燃料炭化水素（ 重油、 灯油等）

　 　 　 （ 平成８ 年３ 月） に準拠する こ と 。 　 　 　 注： 不正軽油と は、 地方税法第１ ４ ４ 条の３ ２ の規定によ る 県知事の承認を 受けな

　 （ ２ ） 上記１ の資材を 必要と し ない工事、 委託業務については、 その旨を 施工計画書 　 　 　 　 いで製造又は譲渡さ れた次のも のを いう 。

　 　 　 に記載し 監督職員の確認を 得る こ と 。 　 　 　 　 ①　 軽油と 軽油以外の炭化水素油（ 重油、 灯油等） を 混和し たも の

　 　 オ　 交通安全管理等の標示板 第１ ０ 条　 不正軽油の使用禁止

　 　 　 　 ただし 、 供用中の道路に係る 工事の施工に用いる 交通安全管理用標示板の様式 　 １ 　 受注者は、 工事の施工に当たり 、 使用する 車両及び建設機械等の燃料と し て、 不正

　 　 　 仕様等（ 形態、 寸法、 色彩ほか） は、 「 道路工事の安全施設設置要領（ 案） 」 　 　 軽油を 使用し てはなら ない。

特　 記　 仕　 様　 書

　 　 イ 　 工事看板（ １ ヶ 所以上） 　 　 源に使用する 軽油において、 軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある

　 　 ウ 　 バリ ケード （ １ 品以上） 　 　 場合は、 すみやかに発注者に報告し なければなら ない。 ま た、 その場合、 該当する

　 　 エ　 木製ク ッ ショ ン ド ラ ム （ １ 品以上） 　 　 建設機械に使用する 軽油単価は免税後の単価に変更する も のと する 。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170201/


第１ ５ 条　 産業廃棄物管理票等の提出 　 　 　 　 　 測定によ る 設計数量の確定を する 。

　 １ 　 受注者は、 本工事に伴い発生する 産業廃棄物（ 以下「 産業廃棄物」 と いう 。 ） に 　 　 　 　 　 受注者は、 建設副産物を 現場内（ 現場外に仮置き し た場合は積替保管場所）

　 　 を 経過する 日ま で保存する こ と 。 　 　 　 う ち、 いずれかの方法によ り 確定する 。

　 （ 参考） コ ブリ ス ・ プラ ス については、 建設副産物情報セン タ ーのホ ーム ページ 　 　 　 １ ） コ ン ク リ ート 殻、 アス フ ァ ルト 殻及び土砂など 地山の状態ま たは、 建設発生

　 　 （ ht t ps: //f kpl us. j aci c. or . j p/） よ り 、 利用申請等を 行う こ と ができ る 。 　 　 　 　 　 木材（ 伐採木を 含む） を 山積みし た状態等で体積確認ができ る も のは、 地山

　 ６ 　 受注者は、 建設発生土を 再生資源利用計画に記載し た搬入元から 搬入し たと き は、 　 　 　 　 て、 重さ を 測定し 、 レ シート 等の記録を 保管する 。

　 　 搬入元の管理者に対し 受領書を 交付する 。 　 　 　 ③受注者は、 監督職員に①の電子データ を 提出し 、 ②の記録を 提示する 。

　 ７ 　 受注者は、 再生資源利用（ 促進） 計画書、 実施書及び受領書を 工事完了日から ５ 年 　 （ ２ ） 建設副産物の処理数量を 体積（ 「 m3」 ） の単位と する 場合次の１ ） から ３ ） の

　 　 者に対し 、 受領書の交付を 求め、 記載さ れた搬出先の名称及び所在地が計画と 一致す 　 　 　 　 運搬車のナン バーが写る よ う 運搬車後面のデジタ ル写真撮影を する 。 （ 各積載

　 　 こ と を 確認する 。 なお、 発注者から 請求があ っ た場合は速やかに受領書を 提示する こ 　 　 　 　 重量別車両毎に1工程以上（ 以下「 代表写真」 と いう 。 ） ）

　 　 と 。 　 　 　 ②受注者は、 ①の全車両について処理施設に設置さ れている ト ラ ッ ク ス ケールに

　 　 げる こ と 。 　 　 　 ①受注者は、 建設副産物を 現場内（ 現場外に仮置き し た場合は積替保管場所） か

　 ５ 　 受注者は、 500m3以上の建設発生土を 搬出する 建設工事において建設発生土を 再生 　 　 　 　 ら 搬出する 時、 工事黒板に運搬車のナン バー、 出発時刻を 記載し （ 運搬を 他者

　 　 資源利用促進計画に記載し た搬出先へ搬出し たと き は、 速やかに、 当該搬出先の管理 　 　 　 　 に委託する 場合は、 マニフ ェ ス ト 交付番号も 記載する 。 ） 、 工事黒板と 荷姿、

　 　 し た書面を 作成し 再生資源利用促進計画の添付資料と する 。 　 　 する も のと する 。

　 ４ 　 受注者は、 再生資源利用（ 促進） 計画書の内容を 発注者に説明し なければなら ない 　 　 （ 作業内容）

　 　 。 ま た、 再生資源利用（ 促進） 計画書（ 現場掲示用様式） を 公衆が見やすい場所に掲 　 （ １ ） 建設副産物の処理数量を 重さ （ 「 ｔ 」 ） の単位と する 場合

　 　 計画を 作成し よ う と する と き は、 あら かじ め工事現場内の土地の掘削その他の形質の 　 　 　 本工事において、 現場内（ 現場外に仮置き し た場合は積替保管場所） から 建設副

　 　 変更についての土壌汚染対策法等の手続き の確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 　 　 産物を 搬出する 場合、 受注者は、 搬出時等に以下のいずれかの作業を 行い撮影し た

　 　 土等規制法及び土砂条例の許可地等である かなど の確認を 行い、 その確認結果を 記載 　 　 デジタ ル写真（ 電子データ ） 等を 設計数量の確認資料と し て、 監督職員に提出等を

　 　 促進計画書及び実施書（ 建設リ サイ ク ルガイ ド ラ イ ン 様式２ ） を コ ブリ ス ・ プラ ス に 　 　 を 受けなければなら ない。 なお、 廃掃法に定める 電子情報処理組織を 使用する 場合

　 　 よ り 作成し 、 提出し なければなら ない。 　 　 は、 監督職員と 別途協議する も のと する 。

　 ３ 　 受注者は、 500m3以上の建設発生土を 搬出する 建設工事において再生資源利用促進 第１ ６ 条　 建設副産物対策（ 建設副産物処理の数量確認）

　 　 「 コ ブリ ス ・ プラ ス 」 と いう 。 ） によ り 作成し 、 提出し なければなら ない。 　 　 告し なければなら ない。 こ の場合、 受注者は産業廃棄物管理票（ マニフ ェ ス ト ） に

　 ２ 　 受注者は、 建設副産物の搬入量・ 搬出量の大小に関わら ず工事請負代金額が１ ０ ０ 　 　 よ り 適正に中間処理業者に搬入さ れている こ と を 確認する と と も に発注者にそのＢ

　 　 万円以上の場合、 又は、 土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、 再生資源利用 　 　 ２ 票の確認を 受けなければなら ない。 ま た、 最終処分終了後すみやかにＥ 票の確認

　 １ 　 受注者は、 建設資材の利用量の大小に関わら ず工事請負代金額が１ ０ ０ 万円以上の 　 　 　 ただし 、 廃掃法を 遵守し たう えで、 工期内に産業廃棄物の最終処分を 終了する こ

　 　 場合、 又は、 土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、 再生資源利用計画書及び 　 　 と が困難な場合で、 発注者が認める 場合においては、 工期内に中間処理業者への搬

　 　 実施書（ 建設リ サイ ク ルガイ ド ラ イ ン 様式１ ） を 建設副産物情報交換シス テム（ 以下 　 　 入が終了すればよ いも のと する が、 最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を 報

　 　 の工事実績データ を 登録し なければなら ない。 　 　 工期内に最終処分（ 埋立処分、 海洋投入処分、 又は再生） を 終了し なければなら な

第１ ４ 条　 再生資源利用（ 促進） 計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る 　 　 い。 ま た、 受注者は産業廃棄物管理票（ マニフ ェ ス ト ） によ り 適正に処理さ れてい

　 　 　 事前確認及び受領書について 　 　 る こ と を 確認する と と も に発注者にそのＥ 票の確認を 受けなければなら ない。

特　 記　 仕　 様　 書

　 　 報サービ ス （ コ リ ン ズ） に受注・ 変更（ 工期、 請負代金額、 技術者） ・ 完成・ 訂正時 　 　 ついて、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律（ 以下「 廃掃法」 と いう 。 ） を 遵守し
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　 　 　 　 　 真撮影を する 。 （ 全車写真） 第２ ０ 条　 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化

　 （ ４ ） 建設副産物（ 建設発生木材（ 伐採木を 含む） ） を 木材市場等に搬出する 場合 　 　 　 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化は、 受発注者双方の業務効率化を 目的に、

　 　 　 　 ①受注者は、 木材を 現場内（ 現場外に仮置き し た場合は積替保管場所） から 搬出 　 　 被写体画像の撮影と 同時に工事写真における 小黒板の記載情報の電子的記入及び、

　 　 　 　 ②受注者は、 ①の工事黒板と 併せ、 積荷の体積が確認でき る よ う リ ボン テープ 　 　 無断編集等についての調査を 行う こ と がある 。

　 　 　 　 　 等のス ケールを あてデジタ ル写真撮影を する 。 （ 全車写真） 　 　 なお、 調査し た結果、 無断編集の疑いのある も のについては、 検査及び引渡し 後で

　 　 　 　 ③ま た、 ②の状態のま ま 運搬車のナン バーが写る よ う 運搬車後面のデジタ ル写 　 　 あっ ても 書面によ る 事実確認を 行う も のと する 。

　 　 　 　 　 から 搬出する 時、 工事黒板に運搬車のナン バー、 出発時刻を 記載する （ 運搬 　 　 （ ht t ps: //www. pr ef . kochi . l g. j p/soshi ki /170601/）

　 　 　 　 　 を 他者に委託する 場合は、 マニフ ェ ス ト 交付番号も 記載する 。 ） 。 第１ ９ 条　 電子納品で提出さ れたデジタ ル写真

　 　 　 　 　 （ 全車写真） 　 １ 　 電子納品によ り 引渡し を 受けた工事完成図書のデジタ ル写真については、

　 　 　 　 ④受注者は、 監督職員に②③の電子データ を 提出する 。 　 　 定めたも のは適用外と する 。

　 （ ３ ） 受注者と 処理施設と の間の処理数量を 「 台数」 によ る 契約と する 場合 　 ２ 　 電子納品運用に関する ガイ ド ラ イ ン については、 高知県ホーム ページの技術

　 　 　 　 ①受注者は、 建設副産物を 現場内（ 現場外に仮置き し た場合は積替保管場所） 　 　 管理課のページを 参照する こ と 。

　 　 　 　 　 等のス ケールを あてデジタ ル写真撮影を する 。 （ 全車写真） 　 　 土の取り 除き 工事、 特に緊急を 要する 応急工事、 競争入札によ ら ない維持修繕工事

　 　 　 　 ③ま た、 ②の状態のま ま 運搬車のナン バーが写る よ う 運搬車後面のデジタ ル写 　 　 については、 受注者が記録方法（ 電子納品か紙納品） を 選択する こ と ができ る 。

　 　 　 　 　 真撮影を する 。 （ 全車写真） 　 　 なお、 工損及び物件調査業務、 個人・ Ｎ Ｐ Ｏ 等に委託する 業務、 事業主管課が別途

　 　 　 　 　 を 他者に委託する 場合は、 マニフ ェ ス ト 交付番号も 記載する 。 ） 。 　 　 公共事業にかかる 委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法につい

　 　 　 　 　 （ 全車写真） 　 　 ては、 電子納品運用に関する ガイ ド ラ イ ン （ 委託業務編・ 工事編） を 適用する 。

　 　 　 　 ②受注者は、 ①の工事黒板と 併せ、 積荷の体積が確認でき る よ う リ ボン テープ 　 　 ただし 、 草刈り ・ 清掃・ 除雪に関する 業務（ 路河川等の維持管理業務を 含む） 、 崩

　 　 　 　 　 以下によ り 確認する 。 　 １ 　 本工事における 工事完成図書の記録方法については、 電子納品に関する 基本方針

　 　 　 　 ①受注者は、 建設副産物を 現場内（ 現場外に仮置き し た場合は積替保管場所） 　 　 （ 平成２ ３ 年６ 月２ ４ 日付け２ ３ 高建管第６ １ ０ 号） に基づき 実施する こ と 。

　 　 　 　 　 から 搬出する 時、 工事黒板に運搬車のナン バー、 出発時刻を 記載する （ 運搬 　 　 基本方針本文

　 　 　 　 ・ 掘削土（ 軟岩） 2. 2（ t /m3） 　 　 　 　 ・ 掘削土（ 硬岩） 2. 5（ t /m3） 　 １ 　 監督職員の立会を 要する 工種については、 施工計画書提出時に、 立会時期・ 頻度等

　 　 　 ３ ） 地山状態ま たは、 建設発生木材（ 伐採木を 含む） を 山積みし た状態等で体積 　 　 を 定める も のと する 。

　 　 　 　 　 確認ができ ずに、 掘削や取壊し など を 行っ た場合は、 現場外への搬出の際に 第１ ８ 条　 工事完成図書の記録方法（ 電子納品）

　 　 　 　 　 確定する 。 　 　 　 　 ③受注者は、 監督職員に②の電子データ を 提出し 、 木材市場等の受入伝票等を

　 　 　 　 ・ コ ン ク リ ート 塊（ 鉄筋） 2. 5（ t /m3） ・ コ ン ク リ ート 塊（ 無筋） 2. 35（ t /m3） 　 　 　 　 　 提示する 。

　 　 　 　 ・ アス フ ァ ルト 塊2. 35（ t /m3） 　 　 　 ・ 掘削土（ 土砂） 1. 8（ t /m3） 第１ ７ 条　 監督職員によ る 検査（ 確認を 含む） 及び立会等

　 　 　 　 　 （ 代表写真） 　 　 　 　 　 選別を し たも のは、 マニフ ェ ス ト 交付番号の記載は必要ない。 ）

　 　 　 ２ ） 前記「 （ １ ） 建設副産物の処理数量を 重さ （ 「 ｔ 」 ） によ り 確認する 　 　 　 　 ②受注者は、 ①の工事黒板と 併せ、 積荷の体積が確認でき る よ う 運搬車のナン

　 　 　 　 　 場合」 によ り 重さ を 測定し 、 換算係数を 用いて体積を 算出し て設計数量を 　 　 　 　 　 バーが写る よ う 運搬車後面のデジタ ル写真撮影を する 。 （ 代表写真）

特　 記　 仕　 様　 書

　 　 　 　 　 から 搬出する 時、 工事黒板に運搬車のナン バー、 出発時刻を 記載し （ 運搬を 　 　 　 　 　 する 時に、 工事黒板に運搬車のナン バー、 出発時刻を 記載する 。

　 　 　 　 　 他者に委託する 場合は、 マニフ ェ ス ト 交付番号も 記載する 。 ） 、 工事黒板と 　 　 　 　 　 （ 木材市場等ま で運搬を 他者に委託する 場合は、 マニフ ェ ス ト 交付番号も 記載

　 　 　 　 　 荷姿、 運搬車のナン バーが写る よ う 運搬車後面のデジタ ル写真撮影を する 。 　 　 　 　 　 する 。 ただし 、 伐採木の売却を 目的と し た伐採木の枝打ち、 玉切り 等の加工、
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　 ４ 　 小黒板情報の電子的記入を 行っ た写真の納品 　 機　 種

　 　 　 受注者は、 前項２ に示す小黒板情報の電子的記入を 行っ た写真（ 以下、 「 小黒板 　 　 ・ バッ ク ホウ

　 　 に示す小黒板情報の電子的記入については、 高知県電子納品運用に関する ガイ ド 　 　 　 排出ガス 対策型建設機械ある いは排出ガス 浄化装置を 装着し た建設機械を 使用す

　 　 ラ イ ン 第5. 2版（ 工事編） の5-3. デジタ ル写真の編集で規定さ れている 写真編集に 　 　 る 場合、 受注者は施工現場において使用する 建設機械の写真撮影を 行い、 電子納品

　 　 は該当し ない。 　 　 の際に施工状況写真に格納する こ と 。

　 　 　 本工事の工事写真の取扱いは、 高知県建設工事技術管理要綱の第9条( 写真管理) 　 　 新たな出費を 強いら れる 等の理由がある 場合は、 施工計画打ち合わせ時に監督職員

　 　 及び高知県電子納品運用に関する ガイ ド ラ イ ン第5. 2版（ 工事編） の表 2-1電子納 　 　 と 協議し 、 止むを 得ないと 判断さ れた場合は、 未対策型建設機械を 使用する こ と が

　 　 品に関連する 要領・ 基準に定める デジタ ル写真管理情報基準に準ずる が、 前項２ 　 　 でき る も のと する 。

　 　 　 ただし 、 対象工事において、 高温多湿、 粉じ ん等の現場条件の影響によ り 、 対象 　 　 で、 排出ガス 対策型建設機械と 同等と みなす。

　 　 機器の使用が困難な工種については、 使用機器の利用を 限定する も のではない。 　 　 　 ただし 、 こ れによ り 難い場合は監督職員と 協議する も のと する 。 ま た、 請負金額

　 ３ 　 小黒板情報の電子的記入の取扱い 　 　 （ 税込み） が５ 千万円以下の工事については、 未対策型建設機械を 所有し ており 、

　 　 　 受注者は、 前項１ の使用機器を 用いてデジタ ル工事写真を 撮影する 場合は、 被写 　 　 課題「 建設機械の排出ガス 浄化装置の開発」 、 ま たはこ れと 同等の開発目標で実施

　 　 体と 小黒板情報を 電子画像と し て同時に記録し ても よ い。 小黒板情報の電子的記入 　 　 さ れた民間開発建設技術の技術審査・ 証明事業、 ある いはこ れと 同等の開発目標で

　 　 を 行う 項目は、 高知県建設工事技術管理要綱の第9条( 写真管理) ２ 撮影基準によ る 。 　 　 実施さ れた建設技術審査証明等によ り 評価さ れた排出ガス 浄化装置を 装着する こ と

　 　 /i ndex. ht ml 」 記載の「 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化対応ソ フ ト ウ ェ ア」 　 　 関する 法律（ 平成17年法律第51号） 」 に基づき 、 技術基準に適合する も のと し て

　 　 を 参照する こ と 。 ただし 、 使用機器を 限定する も のではない。 　 　 届出さ れた特定特殊自動車を 、 本工事において使用する 場合はこ の限り ではない。

　 ２ 　 デジタ ル工事写真における 小黒板情報の電子的記入 　 　 　 排出ガス 対策型建設機械を 使用でき ない場合は、 平成7年度建設技術評価制度公募

　 　 し ている 技術を 使用し ている こ と 。 ま た、 受注者は監督職員に対し 、 工事着手前に 　 　 交通省告示第348号、 平成18年3月17日） 」 も し く は「 第3次排出ガス 対策型建設機械

　 　 、 本工事での使用機器について提示する も のと する 。 　 　 指定要領（ 平成18年3月17日付け国総施第215号） 」 に基づき 指定さ れた排出ガス 対

　 　 　 なお、 使用機器の事例と し て、 URL「 ht t p: //www. cal s. j aci c. or . j p/CI M/shar i ng 　 　 策型建設機械を 使用する も のと する 。 なお、 「 特定特殊自動車排出ガス の規制等に

　 　 確認（ 改ざん検知機能） を 有する も のを 使用する こ と と する 。 なお、 信憑性確認（ 　 １ 　 本工事において、 以下に示す建設機械を 使用する 場合は、 「 排出ガス 対策型建設

　 　 改ざん検知機能） は、 「 電子政府における 調達のために参照すべき 暗号のリ ス ト ( C 　 　 機械指定要領」 （ 平成3年10月8日付建設省経機発第249号　 最終改正平成22年3月18

　 　 RYPTREC暗号リ ス ト ) 」 （ URL「 ht t ps: //www. cr ypt r ec. go. j p/l i st . ht ml 」 ） に記載 　 　 日付国総施第291号） 」 、 排出ガス 対策型建設機械の普及促進に関する 規程（ 国土

　 　 　 受注者は、 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ ソ フ ト ウ 第２ １ 条　 施工管理

　 　 ェ ア等（ 以下、 「 使用機器」 と いう 。 ） については、 高知県建設工事技術管理要綱 　 １ 　 品質管理は「 高知県工事技術管理要綱　 品質管理基準」 によ り 実施する 。

　 　 の第9条( 写真管理) ２ 撮影基準に示す項目の電子的記入ができ る こ と 、 かつ信憑性 第２ ２ 条　 排出ガス 対策型建設機械

　 　 対象工事」 と いう 。 ） と する こ と ができ る 。 対象工事では、 以下の１ から ４ の全て 　 　 て、 小黒板情報電子化写真の信憑性確認を 行い、 その結果を 併せて監督職員へ提出

　 　 を 実施する こ と と する 。 　 　 する も のと する 。 なお、 提出さ れた信憑性確認の結果を 、 監督職員が確認する こ と

　 １ 　 対象機器の導入 　 　 がある 。

　 　 工事写真の改ざん防止を 図る も のである 。 　 　 お納品時に、 受注者はURL( ht t ps: //www. cal s. j aci c. or . j p/CI M/shar i ng/i ndex. ht ml

　 　 　 本工事でデジタ ル工事写真の小黒板情報電子化を 行う 場合は、 工事契約後、 監督 　 　 ) のチェ ッ ク シス テム （ 信憑性チェ ッ ク ツ ール） 又はチェ ッ ク シス テム （ 信憑性チ

　 　 職員の承諾を 得たう えでデジタ ル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（ 以下、 「 　 　 ェ ッ ク ツ ール） を 搭載し た写真管理ソ フ ト ウ ェ アや工事写真ビ ュ ーアソ フ ト を 用い
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　 　 工事写真の信憑性確認を 行う こ と によ り 、 現場撮影の省力化、 写真整理の効率化、 　 　 情報電子化写真」 と いう 。 ） を 、 工事完成時に監督職員へ納品する も のと する 。 な

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing
https://www.cryptrec.go.jp/list.html
https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html


　 　 等に行なっ たう え、 交通誘導員と し て専任さ せる こ と 。 　 　 　 いこ と 。 （ 例： 24 時間体制で応急処置作業や巡回パト ロ ール等が必要な工事等）

　 ４ 　 交通誘導警備員の人手不足によ り 、 施工箇所周辺の警備業者から の配置が困難であ 　 （ ２ ）  低入札価格調査制度の調査対象工事でないこ と 。

　 　 り 、 やむなく 現場ま での通勤が長時間と なる 場合において、 その費用の設計計上を 希 　 （ ３ ）  同一の専任特例２ 号によ る 監理技術者が配置でき る 工事の数は、 同時に２ 件ま

　 　 　 ま た、 警備業者の警備員の配置が困難な場合は、 別に定める 手続き によ り 、 警備業 　 　 「 専任特例２ 号によ る 監理技術者」 と いう 。 ） の配置を 行う 場合は以下の（ １ ） ～

　 　 者の警備員によ ら ず建設作業員等の他職種の者を 交通誘導員と し て従事さ せる こ と が 　 　 （ 12） の要件を 全て満たさ なければなら ない。

　 　 でき る こ と と する 。 なおその際、 受注者は、 交通誘導に関する 安全教育を 建設作業員 　 （ １ ） 兼務する 工事が社会機能の維持に不可欠な工事（ 維持委託業務等を 含む。 ） でな

　 ３ 　 交通誘導警備員Ａ が必要でない交通誘導警備業務については、 警備業者の警備員で 　 　 （ ht t ps: //www. pr ef . kochi . l g. j p/soshi ki /170601/）

　 　 あれば、 交通誘導警備業務に係る 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である 第２ ７ 条　 監理技術者等

　 　 必要はない。 　 １ 　 本工事において、 建設業法第26条第３ 項第２ 号に規定する 監理技術者（ 以下、

　 　 １ 人以上配置する こ と と する 。 　 １ 　 本工事は熱中症対策に資する 現場管理費の補正の対象工事である 。 実施にあたっ て

　 　 　 なお、 配置する 警備員の検定合格証の写し を 事前に監督職員に提出し 、 警備員に変 　 　 は下記のホーム ページを 参照する こ と 。

　 　 更が生じ た場合は、 速やかに監督職員に同資料を 提出する こ と と する 。 　 　 高知県土木部技術管理課ホーム ページ

　 　 ては、 こ の限り でない。 第２ ５ 条　 法定外の労災保険の付保

　 ２ 　 交通誘導警備員Ａ が必要な交通誘導警備業務については、 交通誘導警備業務に係る 　 １ 　 本工事において、 受注者は法定外の労災保険に付さ なければなら ない。

　 　 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を 交通誘導警備業務を 行う 場所ごと に、 第２ ６ 条　 熱中症対策に資する 現場管理費の補正の試行について

　 　 号） 第４ 条によ る 認定を 受けた警備業者の警備員を 配置する こ と と し 、 建設作業員等 　 　 1-1-1-16に記載し ている と こ ろ である が、 その具体的な考え方や手続き に

　 　 の他職種の者を 従事さ せてはなら ない。 　 　 ついては、 「 建設工事請負契約における 設計変更ガイ ド ラ イ ン （ 令和２ 年４ 月

　 　 　 ただし 、 一時的な作業等で、 安全確保に対処でき る と 監督職員が認めたも のについ 　 　 （ 高知県土木部） ） 」 によ る こ と と する 。

　 　 　 機械に限る 。 第２ ４ 条　 設計図書の変更

第２ ３ 条　 交通誘導警備員の配置 　 １ 　 設計変更等については、 建設工事請負契約書第１ ８ 条から 第20条及び第22条

　 １ 　 交通誘導警備員を 配置する 場合は、 原則と し て警備業法（ 昭和４ ７ 年法律第１ １ ７ 　 　 から 第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から

　 　 ・ ロ ード ロ ーラ 、 タ イ ヤロ ーラ 、 振動ロ ーラ 　 　 　 交通誘導シス テム の使用を 希望する 場合は、 建設工事請負契約書第18条（ 契約

　 　 ・ ホイ ールク レ ーン （ ラ フ テレ ーン ク レ ーン を 含む） 　 　 変更） に基づき 、 複数社から 徴収し た「 交通誘導警備員の配置に関する 確認書」 及

　 　 ※対象はディ ーゼルエン ジン （ エン ジン 出力7. 5kw以上260kw以下） を 搭載し た建設 　 　 び交通誘導シス テム 等の見積書を 付し て協議を 行う こ と 。

　 　 　 イ ブロ ハン マ、 油圧式鋼管圧入・ 引抜機、 油圧式杭圧入引抜機、 アース オーガ、 　 ５ 　 交通誘導警備員の高齢化、 就業者不足等によ り 、 交通誘導警備員の確保が困難な場

　 　 　 オールケーシン グ掘削機、 リ バース サーキ ュ レ ーショ ン ド リ ル、 アース ド リ ル、 　 　 合において、 交通誘導警備員の代替えと し て映像解析Ａ Ｉ 等によ る 交通誘導シス テム

　 　 　 地下連続壁施工機、 全回転型オールケーシング 掘削機） 　 　 （ 以下、 交通誘導シス テム 等） の使用を 可能と する 。

　 　 ・ 空気圧縮機（ 可搬式） 　 　 求を 行う こ と 。

　 　 ・ 油圧ユニッ ト （ 次に示す基礎工事用機械のう ち、 ベース マシンと は別に、 独立し 　 　 　 ただし 、 対象と なる 警備業者の「 交通誘導警備員の配置に関する 確認書」 が提出で

　 　 　 たディ ーゼルエン ジン 駆動の油圧ユニッ ト を 搭載し ている も の　 油圧ハン マ、 バ 　 　 き ない場合は、 設計変更の対象と し ないも のと する 。

特　 記　 仕　 様　 書

　 　 ・ ト ラ ク タ ショ ベル（ 車輪式） 　 　 望する 場合は、 建設工事請負契約書第１ ８ 条（ 契約変更） に基づき 、 「 移動距離及び

　 　 ・ ブルド ーザ 　 　 移動時間が確認でき る 資料」 及び契約予定の警備業者よ り 施工箇所に近い、 全ての警

　 　 ・ 発動発電機（ 可搬式） 　 　 備業者（ 営業所等含む） の「 交通誘導警備員の配置に関する 確認書」 を 付し て確認請

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/


　 　 ま れる 。  

　 　 　 ま た、 工期に猛暑日を 含むと 想定さ れる 工事には、 猛暑日日数９ 日が工期に含ま れ  

　 　 う こ と 。  

第２ ８ 条　 工期  

　 　 　 工期には、 実働日数、 雨天日、 準備期間、 後片付け期間及びその他作業不能日が含  

　 　 に添付し 、 提出する こ と 。  

　 ３ 　 本工事において、 専任特例２ 号によ る 監理技術者及び監理技術者補佐の配置を 行う  

　 　 場合又は配置を 要さ なく なっ た場合は適切にコ リ ンズ（ Ｃ Ｏ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ ） への登録を 行  

　 　 いについて」 （ 令和５ 年３ 月 14 日付け４ 高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正  

　 　 ： 令和７ 年１ 月 23 日付け６ 高土政第 1196 号） に規定する 別記様式１ 、 別記様式２  

　 　 及び１ の（ １ ） ～（ 12） の事項について確認でき る 書類を 「 現場代理人・ 技術者届」  

　 （ 12）  兼務する 工事の発注者に本工事と の兼務について承諾を 得る こ と 。  

　 ２ 　 本工事の監理技術者が専任特例２ 号によ る 監理技術者と し て兼務する こ と と なる 場  

　 　 合、 「 建設業法第26条第３ 項第２ 号に規定する 監理技術者及び監理技術者補佐の取扱  

　 （ 10）  監理技術者補佐は、 受注者と 直接的かつ恒常的（ ３ ヶ 月以上） な雇用関係にあ  

　 　 　 る こ と 。  

　 （ 11）  監理技術者補佐が担う 業務等について、 明ら かにする こ と 。  

　 　 　 技士補を 有する 者又は１ 級施工管理技士等によ り 監理技術者の資格を 有する 者であ 　 　 熱中症対策・ 防寒対策を 実施する 場合は、 施設・ 設備の種類や規模、 設置期間及び概

　 　 　 る こ と 。 なお、 監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく 技術検定種目 　 算費用等について、 事前に協議を 行う と と も に、 協議によ り 認めら れた費用については

　 　 　 は、 専任特例２ 号によ る 監理技術者に求める 技術検定種目と 同じ であ る こ と 。 　 、 実施し た内容を 確認し た上で設計変更の対象と する 。

　 （ ８ ）  建設業法第26条第３ 項第２ 号に規定する 監理技術者の職務を 補佐する 者（ 以 　 について、 率分で計上さ れている 金額を 上回っ ている こ と を 事前に確認し 、 実施後には

　 　 　 下、 「 監理技術者補佐」 と いう 。 ） を 専任で配置する こ と 。 　 積上げ計上分も 含め、 実施し た内容を 確認する 。

　 （ ９ ）  監理技術者補佐は、 主任技術者の要件を 満たし ている 者のう ち、 １ 級施工管理 　 ２ 　 熱中症対策・ 防寒対策に関する 費用

　 　 　 巡回及び主要な工程の立会等の職務を 適正に遂行でき る こ と 。 　 １ 　 現場環境改善費に要する 費用（ 熱中症対策・ 防寒対策に要する 費用を 除く ）

　 （ ７ ）  専任特例２ 号によ る 監理技術者と 監理技術者補佐と の間で常に連絡が取れる 体 　 　 設計図書に現場環境改善費率分が計上さ れている 場合は、 施工条件明示書に記載さ れ

　 　 　 制である こ と 。 　 た内容から 実施内容を 受注者が選択し 実施する 。 なお、 発注者は受注者が実施する 内容

　 （ ５ ） 専任特例２ 号によ る 監理技術者が兼務でき る 工事は、 高知県発注工事以外（ 公共 　 　 　 　 日数（ 休日を 除く ） と する 。 ＷＢ Ｇ Ｔ 値は、 環境省熱中症予防情報サイ ト に掲載

　 　 　 工事に限る 。 ） でも 可能と する 。 　 　 　 　 さ れている 観測データ によ る 。

　 （ ６ ）  専任特例２ 号によ る 監理技術者は、 施工における 主要な会議への参加、 現場の 第２ ９ 条　 現場環境改善費

　 （ ４ ）  専任特例２ 号によ る 監理技術者が兼務でき る 工事は、 専任特例２ 号によ る 監理 　 　 を 得なかっ た場合は、 受注者は発注者へ工期の延長変更を 請求する こ と ができ る 。

　 　 　 技術者と し て職務を 適正に遂行でき る 範囲内にある こ と 。 具体的には、 工事現場の 　 　 （ 港湾工事及び港湾海岸工事を 除く ）

　 　 　 相互の距離が 10ｋ ｍ程度以内の近接し た場所である こ と 。 　 　 　 ※猛暑日と は、 ８ 時から  17 時ま でのＷＢ Ｇ Ｔ 値が 31 以上の時間を 足し 合わせた
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　 　 　 でである こ と 。 　 　 ている 。 なお、 実際の猛暑日日数が９ 日から 大き く 乖離し 、 かつ、 作業を 休止せざる



１ ． 工事用地等の未処理部分・ ・ ・ ・ ・ 無

５ ． その他・ ・ ・ ・ ・ 無

【 用地関係】

３ ． 当該工事の関係機関と の協議の未成立事項・ ・ ・ ・ ・ 無

４ ． 他官庁等の特定条件によ る 影響・ ・ ・ ・ ・ 無

明示事項（ 説明書）

【 工程関係】

１ ． 他の工事によ る 施工時期及び全体工期等への影響・ ・ ・ ・ ・ 無

２ ． 施工時期、 施工時間及び施工方法の制限・ ・ ・ ・ ・ 無

施　 工　 条　 件　 明　 示　 書
工事番号 ７ 本産工 第54号



【 工事用道路関係】

４ ． 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・ ・ ・ ・ ・ 無

５ ． 発破作業等の制限・ ・ ・ ・ ・ 無

２ ． 近接する 公共施設・ ・ ・ ・ ・ 鉄道・ ガス ・ 電気・ 電話・ 水道・ ・ ・ ・ ・ 無

３ ． 防護施設の必要・ ・ ・ ・ ・ 落石・ 土砂崩落・ ・ ・ ・ ・ 無

【 安全対策関係】

１ ． 交通安全施設等の指定・ ・ ・ ・ ・ 無

施　 工　 条　 件　 明　 示　 書
工事番号 ７ 本産工 第54号

明示事項（ 説明書）

２ ． 仮設ヤード 等に官有地及び発注者借り 上げ地の使用・ ・ ・ ・ ・ 無



３ ． 一般道路の占用の必要・ ・ ・ ・ ・ 無

（ ２ ） 工事終了後の措置・ ・ ・ ・ ・ 撤去

（ ３ ） 維持及び補修の必要・ ・ ・ ・ ・ 無

２ ． 仮設路を設置する 場合

（ １ ） 安全施設等の設置の必要・ ・ ・ ・ ・ 無

明示事項（ 説明書）

１ ． 一般道路を搬入路と し て使用する 場合

（ １ ） 経路、 期限の制限・ ・ ・ ・ ・ 無

（ ２ ） 使用中及び使用後の処置・ ・ ・ ・ ・ 無

施　 工　 条　 件　 明　 示　 書
工事番号 ７ 本産工 第54号



　 　 　 処理場の受入条件

２ ． 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・ ・ ・ ・ ・ 無

３ ． 産業廃棄物の処理条件（ *処理を委託する 場合は、 委託契約条件締結のう えマニフ ェ ス ト を使用のこ と ）

（ １ ） 処理場所　 　 　 いの町枝川1253

　 　 　 処理方法（ 指定）

【 建設副産物関係】

１ ． 建設発生土の搬出・ ・ ・ ・ ・ 無

１ ． 仮土留、 仮橋、 足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、 兼用の予定・ ・ ・ ・ ・ 無

２ ． 仮設備の構造、 施工方法の指定・ ・ ・ ・ ・ 無

３ ． 仮設備の設計条件・ ・ ・ ・ ・ 無

施　 工　 条　 件　 明　 示　 書
工事番号 ７ 本産工 第54号

明示事項（ 説明書）

【 仮設備関係】



【 排水工（ 濁水処理を含む） 関係】

１ ． 濁水、 湧水等の処理対策の指定・ ・ ・ ・ ・ 無

【 工事支障物件関係】

１ ． 地上、 地下等の支障物件・ ・ ・ ・ ・ 無

２ ． 地上、 地下等の占用物件工事と 重複施工・ ・ ・ ・ ・ 無

１ ． 公害防止（ 騒音・ 振動・ 粉じ ん等） のため、 施工方法、 機械施設・ 作動時間等の制限・ ・ ・ ・ ・ 無

２ ． 第三者に被害を及ぼすこ と の懸念・ ・ ・ ・ ・ 無

明示事項（ 説明書）

　 　 　 ※上記については、 「 処理方法」 は指定と する が、 「 処理場所」 は、 積算上の

　 　 　 条件明示であり 指定事項ではない。

【 公害対策関係】

施　 工　 条　 件　 明　 示　 書
工事番号 ７ 本産工 第54号



５ ． 交通誘導警備員の配置・ ・ ・ ・ ・ 無

３ ． 支給資材及び貸与品・ ・ ・ ・ ・ 無

４ ． 工事用電力等の指定・ ・ ・ ・ ・ 無

１ ． 工事用資機材等の保管指定・ ・ ・ ・ ・ 無

２ ． 工事現場発生品の処理指定・ ・ ・ ・ ・ 無

【 現場環境改善関係】

１ ． 現場環境改善費・ ・ ・ ・ ・ 無

【 その他】

施　 工　 条　 件　 明　 示　 書
工事番号 ７ 本産工 第54号

明示事項（ 説明書）



明示事項（ 説明書）

６ ． その他・ ・ ・ ・ ・ 無

施　 工　 条　 件　 明　 示　 書
工事番号 ７ 本産工 第54号



積算内訳

　　工事費 円

　　工事原価 円

　　　　一般管理費 円 円

明細表第1号式

　　　　現場管理費 円 円

円 円

　　手摺設置工 円 円

円

金額（単価×数量）項目 単価 数量 備考

　　純工事費 円

　　既設手摺撤去工 円 円 明細表第2号1 式

　　　　共通仮設費

　　直接工事費

小計

円

円

消費税　10％

合計　（小計＋消費税）

円

1



積算内訳
明細表第1号

項目 単価 数量 金額（単価×数量） 備考

　　手摺設置工

　　　　ワイヤー転落防止柵 円 28 ｍ 円

　　　　削孔 円 16 ヶ所 円 Φ100×200

　　　　転落防止柵設置 円 27.2 ｍ 円

小計 円



積算内訳
明細表第2号

項目 単価 数量 金額（単価×数量） 備考

　　既存手摺撤去工

　　　　既設ﾌｪﾝｽ撤去 円 27.2 ｍ 円

　　　　廃材処分 円 1 式 円

小計 円


